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女性器の 3Dデータ提供がわいせつ電磁的記録等送信頒布罪等に当たるとした事例
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事実の概要

　被告人Ｘは、「ろくでなし子」というペンネー
ムで活躍する漫画家兼芸術家である。Ｘは、
2013（平成 25）年 10 月 20 日と 2014（平成 26）
年 3月 20 日の 2回に分け、自宅から、自己の女
性器の三次元形状データファイルが保管された
URL 情報を支援者に送信し、また、2016（平成
26）年 5月 30 日に同データファイルが記録され
た CD-R を郵送した（以下、これらの三次元形状デー
タファイルを総称して「本件各データ」という）。本
件各データは女性器を 3Dスキャンしてデータ化
することにより作成されたもので、色や感触に関
するデータは含まれないが、大陰唇、小陰唇、陰
核など女性器各部分や肛門などの女性器周辺部分
についての形状がその起伏や細かいしわやひだ
も含めて立体的かつ忠実に再現されていた。ま
た、本件各データのうちの 2回の URL 情報の送
信は、Ｘが 3Dスキャンで自己の女性器をデータ
化しそれをボートの乗り口の部分に加工する実寸
大のボート（「マンボート」）を作成し川で試乗す
るために、その制作に必要な資金を一般に募った
際に高額の出資者へのお礼であり、また出資者に
そのデータで新たなアート作品の創作を期待する
ものであった。そして、本件各データのうち前記
の CD-R も、Ｘが初めて開催した個展会場で販売
した「マンボート」のミニチュアとともに、この
データでおもしろい作品を作ってほしいという願
いを込めて特典として付けたものであった。

　他方、Ｘは、2014（平成 26）年 7月 14 日、女
性専用のアダルトショップ店（男性は原則、入店
禁止）に、Ｘほか 2名の女性器を象った石膏よう
のもの 3点（以下、これらを総称して「本件各造形物」
という）を展示した。本件各造形物はいずれも女
性器に印象剤をあてがい印象剤が固まったところ
に石膏を流し込み、石膏が固まった後に着色や装
飾などを施して作成されたものであった。
　Ｘは 2014（平成 26）年 12 月 24 日、本件各デー
タの送信及び郵送が刑法 175 条に定めるわいせ
つ電磁的記録等送信頒布罪及びわいせつ電磁的記
録媒体頒布罪に当たり、また本件各造形物の展示
がわいせつ物陳列罪に当たるとして起訴された。
それに対してＸは刑法 175 条が憲法 21 条 1 項な
いし憲法 31 条に違反する法令違憲であり、本件
各造形物及び本件各データは刑法 175 条のわい
せつな物及びわいせつな電磁的記録の構成要件に
該当しないとして無罪を主張した。

判決の要旨

　１　刑法 175条の法令違憲（立法目的の正当性と
　　　明確性の原則）
　刑法 175 条の立法目的は、性的秩序を守り、
最低限度の性道徳の維持、あるいは性生活に関す
る秩序及び健全な風俗の維持であり、「このよう
な保護法益ないし立法目的は、価値観が多様化し
つつある今日においても、十分な合理性、必要性
を有していると認められる。」また「刑法 175 条
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にいうわいせつな物とは、いたずらに性欲を刺激
もしくは興奮し又はこれを満足せしむべき物品で
あって、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、
善良な性的道義観念に反するものをいい」（最一
小決昭 34・10・29 刑集 13 巻 11 号 3062 頁）、「同条
にいうわいせつな電磁的記録とは、いたずらに性
欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性
的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する電
磁的記録をいう」（最大判昭 32・3・13 刑集 11 巻 3
号 997 頁―チャタレイ事件上告審判決）。「このよう
に定義されるわいせつ概念は、……具体的場合に
刑法 175 条にいうわいせつ物やわいせつな電磁
的記録に当たるかどうかを判断することが十分可
能であるから、憲法 31 条に基づく明確性の要請
に欠けるところはない。」（最大判昭 50・9・10 刑
集29巻8号489頁―徳島市公安条例事件大法廷判決）

　２　刑法 175 条のわいせつ性の判断基準
　文書の芸術性・思想的価値によるわいせつ性の
減少・解消は文書全体との関連において判断する
という判断枠組（最大判昭 44・10・15 刑集 23 巻
10 号 1239 頁―「悪徳の栄え」事件上告審判決）は、
物や電磁的記録についても基本的に異ならず、「文
書のわいせつ性判断の考慮要素」は「物や電磁的
記録について判断する際にはそのすべてが妥当す
るわけではないものの、当該物や電磁的記録の形
状やその表象方法、作品全体に占める性的部位の
割合、表現された思想とその表象との関連性、芸
術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、こ
れらの観点から当該物や電磁的記録を全体として
みたときに、主として受け手の好色的興味に訴え
るものと認められるか否かなどの諸点から検討す
べきである」。

　３　本件各造形物のわいせつ性
　「本件各造形物の前記のような形状に照らせば、
本件各造形物が女性器を象ったものだとしても、
一見して人体の一部という印象を与えるものでは
なく、直ちに実際の女性器を連想させるものとは
いえない。このような本件各造形物の特徴にかん
がみると、本件各造形物が……性的刺激の程度は
限定的なものにとどまり、それだけでわいせつ性
を肯定できるほど強いものではないと認められ
る。」また「本件各造形物はポップアートの一種

であると捉えることは可能であり、そこからフェ
ミニズムアートの思想を直ちに読み取ることがで
きるかはさておき、女性器というモチーフを用い
て見る者を楽しませたり、女性器に対する否定的
なイメージを茶化したりする制作意図を読み取る
ことはできるのであって、本件各造形物には、こ
のような意味での芸術性や思想性、さらには反ポ
ルノグラフィックな効果が認められ、表現された
思想と表象との関連性も見出すことができる。し
たがって、本件各造形物は一定の芸術性・思想性
を有し、それによってそれぞれの性的刺激が緩和
されるといえる。」「以上みてきたように、本件各
造形物が、女性器であるとの印象を殊更強く与え
るものでなく、それぞれの性的刺激も限定的であ
ることに加えて、本件各造形物に表象された一定
の芸術性や思想性による性的刺激の緩和も認めら
れることからすれば、本件各造形物は、主として
表現の受領者の好色的興味に訴えるものとは認め
られない。これらの諸事情を総合すると、本件各
造形物は、今日の健全な社会通念に照らしても、
いたずらに性欲を刺激しもしくは興奮させるもの
といえず、性欲を満足せしむべき物品ともいえず、
普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道
義観念に反するものとも認められないから、刑法
175 条にいうわいせつ物には該当しないと認める
のが相当である。」

　４　本件各データのわいせつ性
　「本件各データは、いずれも、色や感触に関す
るデータを含んでおらず、一見すると標本や地形
図のような印象を与えうる無機質な特性を有して
いるものの、先述のとおり女性器等の形状がリア
ルな造形により露わなまま再現されており、その
表現の生々しさからすれば、本件各データがいず
れも閲覧者の性欲を強く刺激することを否定する
ことはできない。」また、「本件各データを提供す
ることで、他人にも本件各データを用いて各々の
創作活動をしてもらいたいという意味で芸術性な
いし思想性を含んでいると解する余地があること
は否定できず、表現された思想と表象との関連性
も見出すことができないわけではない。しかし
……本件各データ自体からは、被告人が当時進め
ていた創作活動の一環、すなわちプロジェクト
アートないしプロセスアートとしての芸術性な
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いし思想性を直ちに読み取ることはできない上、
データの受領者が、本件各データに女性器の皮膚
様の着色をすることでよりリアルな女性器の 3D
データを創作することも可能であるから、先述の
意図がかえって本件各データのわいせつ性を高め
る可能性も否定できない。そうすると、本件各デー
タと表現された思想との関連性を見出すことがで
きるとしても、その結び付きには自ずから限界が
あり、その芸術性や思想性等による性的刺激の緩
和の程度をさほど大きく評価することはできな
い。」「以上みてきたように、本件各データは、い
ずれも、女性器の形状を立体的かつ忠実に再現し
たものであり、それらの形状やその表象方法、デー
タ全体に占める性的部位の割合に照らせば、それ
ぞれの性的刺激の程度が強い上、表現された思想
とその表象との関連性を一見して読み取ることは
困難であって、芸術性・思想性等による性的刺激
の緩和の程度もさほど大きく評価できないことか
らすれば、本件各データは、主として受け手の好
色的興味に訴えるものになっているといわざるを
得ない。これらの諸事情を総合すると、本件各デー
タは、今日の健全な社会通念に照らして、いたず
らに性欲を興奮又は刺激せしめ、普通人の正常な
性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する
ものと認められるから、刑法 175 条にいうわい
せつな電磁的記録に該当すると認めるのが相当で
ある。」
　なお、本判決は「頒布該当性」、「正当行為の判
断」及び「故意」という項目を設け、本件各デー
タのわいせつ性を否認するＸの主張に検討を加え
るが、いずれも退けた。

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決には、判決の要旨３と４からわかるよう
に現代芸術への理解を感じさせるものがある。そ
れが結論として本件各造形物の展示を無罪に導い
たと思われるが、本件各データの送信・郵送につ
いては罰金 40 万円の有罪判決を下すことになっ
たのはなぜであろう。
　刑法 175 条第 1項は「わいせつな文書、図画、
電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、
又は公然と陳列した者は、2年以上の懲役若しく

は 250 万円以下の罰金若しくは科料に処し、又
は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によ
りわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布し
た者も、同様とする。」と規定する。2011（平成
23）年にサイバーポルノの氾濫に対処するために
刑法 175 条が改正され、「文書、図画その他の物」
と並んで「電磁的記録」が追加されたのがこの規
定である１）。
　憲法学説では「わいせつ概念を明確にする努力
がみられる」２）と評価される諸判例が「文書」の
わいせつ性についてのものであったのに対して、
本判決は、先の改正によって新たに追加された「電
磁的記録」のわいせつ性について初めて判断した
ものである。
　そこで、ここでは芸術性・思想性によるわいせ
つ性の緩和という本判決の主要な争点に絞って、
本判決がこの新たなわいせつ罪の客体をどのよう
な判断基準を用いて有罪としたのかを確認すると
ともに、本件においてその判断基準の適用が適切
であったのかどうかを検討する。

　二　本判決の判断基準の確認
　判決の要旨１でわかるように、「本件各造形物」
のわいせつ性については、アダルトグッズのわい
せつ性を認めた先例３）に従い、チャタレイ事件
上告審判決４）のわいせつの定義とは若干異なる
「わいせつ物」の定義を採用しているのに対して、
「本件各データ」については、先例がないことも
あり、チャタレイ事件上告審判決のわいせつの定
義をそのまま用いて、「わいせつな電磁的記録」
を定義するが、双方の定義ともほとんど変わらな
いともいえ、明確性の要請を満たすと本判決は判
示した。
　判決の要旨２でわかるように、本判決は、物と
電磁的記録の双方のわいせつ性を判断する際に文
書のわいせつ性について最高裁が明示した判断基
準を基本的に採用する。変える必要があるのは、
本件各造形物と本件各データの双方のわいせつ性
がその双方の芸術性・思想性によって緩和される
かどうかを判断するための考慮要素である。「四
畳半襖の下張」事件最高裁判決５）のそれと比較
して異なるのは「文書の構成や展開」に相当する
ものがないだけである。しかし本判決は「悪徳の
栄え」事件上告審判決６）をここでの先例に挙げる。
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　その他、本件判決の結論に影響に与えた判断基
準として、「わいせつとされる文書それ自体につ
いて客観的に判断すべきであって、文書外に存す
る事実関係は、文書のわいせつ性の判断の基準外
に置かれ、作者の主観的意図によって影響される
ものではない」という最高裁が採る基準７）があ
る。本判決はこの基準に従って、本件各造形物の
わいせつ性の強化につながる検察官の主張（会場
がアダルトグッズ店であることがそこでの展示物が
女性器であることの認識を高めるという主張）を退
けると同時に、「正当行為の有無において作品外
の事情を考慮すれば、結局その判断が主観的にな
り、表現の自由等に萎縮効果をもたらすおそれが
ある」という理由で、Ｘの「正当行為による違法
阻却」の主張を退ける８）。
　また、わいせつ性を判断するときに主として好
色的興味に訴えるものであるかどうかの基準にな
る閲覧者について、「閲覧者たりうる者が社会一
般人でなく、特定の集団や者にとどまっている場
合には……わいせつ性は閲覧者たりうる者の中の
普通人、平均人を基準として判断されるべき」と
いう最高裁の判断基準９）も、本判決で採用された。
Ｘは本件各造形物と本件各データの双方の閲覧者
をそれぞれ特定の者であると主張したが、本判決
はその主張を認めず、本件各データの場合では、
ミニチュアボート購入の特典としてそれを受領し
た者の評価が分かれるとしても、その受領者が主
としてＸの支援者であるにもかかわらず、それが
複写・送信しやすいという理由から閲覧者は限定
されず、社会一般人にとって主として好色的興味
に訴えるものであるかどうかが基準になった。

　三　本件への適用の問題点
　以上のようなわいせつ性の判断基準を本件に適
用したのが判決の要旨３と４であるが、それらを
比較してわかるように明らかに本件各データへの
適用の仕方に問題がある。「物」それもアダルト
グッズでなく、本件各造作物のような作品に適用
されるとき問題はないが、同じ判断基準を「電磁
的記録」しかも作品それ自体ではなく、本件各デー
タのような作品制作のための素材にすぎない「電
磁的記録」に適用するとき当然無理がある。なぜ
なら芸術性・思想性は、作品の素材自体にあるは
ずはないからである。しかし、本件のプロジェク

トアートの趣旨からすれば、本件各データが何の
加工もされていない生々しい女性器の立体画像で
あることは至極当然であり、その形状は芸術性・
思想性のあるプロジェクトアートの作品制作に不
可欠な素材であることの確たる証拠である。しか
しながら、本判決は本件各データとプロジェクト
アートの芸術性・思想性との関連性に一定の理解
を示しながらも、「表現される思想とその表象と
の関連性を一見して読み取ることが困難であ」る
と判断し、芸術性・思想性によるわいせつ性の「緩
和の程度をさほど大きく評価することはできな
い」とした。
　また、本判決のもう一つ過ちは素材自体がもつ
加工可能性にわいせつ性強化の契機をみる点であ
る。これは素材自体の客観的理解とはほど遠い。
だれがどのような作品を作るかは推測の域を出
ず、本件各データの受領者が加工を重ねて女性器
を象ったリアルな作品を仮に制作したとしても、
その可能性を理由に本件各データの提供を処罰す
ることは許されないだろう。それは自ら設定した
作品外の事情を排除するという判断基準の放棄を
意味する。
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